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第１章 計画の基本的事項 

第１節 本計画の位置付け 

本計画は、本町の原子力災害対策の基本となる「さつま町地域防災計画（原子力災害対策編）」（以

下「地域防災計画」という。）に基づくものであり、原子力災害に係る住民等の避難等の実施について

必要な事項を定めるものである。 

なお、本計画は、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」等の見直しが行われた場合に

は、必要に応じて見直しを行うものとする。 

第２節 本計画の性格 

地域防災計画では、原子力災害対策を「原子力災害事前対策」、「緊急事態応急対策」、「複合災害時

対策」「原子力災害中長期対策」の４段階で定めている。 

本計画は、「原子力災害対策特別措置法」（以下「原災法」という。）第 15 条に基づく「原子力緊急

事態宣言」が発出された場合の緊急事態応急対策のうち、初期対応として実施する放射線等からの防

護措置等を迅速かつ円滑に実行するため、原子力発電所における事故等の連絡を受けた直後から住民

等の避難完了までの対応について定めるものとする。 
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第２章 避難に当たっての基本的な考え方 

第１節 避難対象区域の範囲 

 避難対象区域については、地域防災計画において「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（以

下「原子力災害対策重点区域」という。）」の範囲として定めている川内原子力発電所からおおむね 30

㎞の範囲内である緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective Action Planning Zone、

以下「ＵＰＺ」という。）とする。 

 なお、ＵＰＺ外の区域の住民等に係る防護措置については、基本的にＵＰＺ内の住民等に係る防護

措置を実施する基準に照らして、国の指示等により実施するものとする。 

 

 

◆「地域防災計画」別表２ ＵＰＺ 

ＵＰＺ 

地 域 地 区 （ 公民会等 ） 

宮之城屋地 城之口、五日町、町頭、上仲町、天神、屋地馬場、八幡馬場、愛

宕、東谷、川原町、中央、ウッドタウン、観月台、ホープタウン、

（宮之城病院、むつみ寮、ふくし園） 

虎居 虎居町、東町、西町、轟原、虎居馬場、西手、上向、上向中、虎

居大角、甫立、海老川、日当瀬、一ツ木、下川口、（紫雲寮） 

時吉 時吉新町、時吉中城 

船木 船木東、船木西、船木下、旭、（マモリエ） 

柊野 柊野上向江、柊野中間下 

平川 下平川、上平川、大薄下、大薄上 

湯田の一部 湯之元、湯田中、湯田上、湯田下、（ほのぼの苑） 

佐志の一部 木渋、前目、さくら、上寺下、豆漬、布田、あながわ、田原 

山崎 山崎麓、山崎中、荒瀬 

久富木 北原、大長、角郷、久富木町、大畝町 

二渡 二渡町、二渡、須杭、折小野 

白男川 浅井野、白男川 

泊野 泊野高峰、きらら 

神子の一部 柳野 

柏原 上川口、市場、諏訪下、小路下手、大願寺、下京塚原、京塚原、

種子田 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町 

紫尾 紫尾下、紫尾中、紫尾上、（鶴宮園） 

※ （ ）はＵＰＺに含まれる医療機関、学生寮等であり、入居者が住民票を置いている 

施設である。 
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◆「地域防災計画」別図２ ＵＰＺ 
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第２節 避難等の対応方針 

１ 防護措置の準備及び実施 

  防護措置の準備及び実施については、地域防災計画「第１章第８節」や「原子力災害対策指針」

に基づき、国、県等と連携して適切に対応する。 

なお、原子力緊急事態となった際のＵＰＺにおける防護措置は、「屋内退避」を原則とし、放射性

物質が環境へ放出された場合は、緊急時の環境放射線モニタリングによる測定結果を、防護措置の

実施を判断する基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level、以下

「ＯＩＬ」という。）と照らし合わせ、ＵＰＺ及びＵＰＺ外における必要な防護措置を実施すること

とする。 

 

 ⑴ 放射性物質放出前の防護措置 

   原子力施設の状態等（設備や放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象の発生等）に基づき、

設定された基準である緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level、

以下「ＥＡＬ」という。）における、３つの区分に応じて、防護措置を実施するものとする。 

   このほか、九州電力との「川内原子力発電所に係る原子力防災に関する協定書」第２条第２項

に規定する「異常時における連絡」の際にも必要な対応を実施するものとする。 

 

 

《緊急事態区分及びその判断基準となるＥＡＬ》 

緊急事態区分 主なＥＡＬ 

警 戒 事 態

・原子力施設立地都道府県において震度６弱以上の地震 

・原子力施設立地都道府県において大津波警報 

・原子力施設において設計基準を超える外部事象（竜巻、洪水、台風、

火山等） 

施設敷地緊急事態

・原子炉冷却材の漏えい 

・全ての交流電源喪失（５分以上継続） 

・原子炉停止中に全ての原子炉冷却機能喪失 

全 面 緊 急 事 態

・全ての非常用直流電流喪失（５分以上継続） 

・非常停止の必要時に全ての原子炉停止機能喪失 

・敷地境界の空間放射線量が 5μ㏜/h（10 分以上継続） 
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 ⑵ 放射性物質放出後の防護措置 

   放射性物質が環境に放出された場合、緊急時モニタリングによる測定結果に基づき、ＯＩＬと

照らし合わせ、防護措置を実施するものとする。 

 

 

《各防護措置及びその判断基準となるＯＩＬ》 

基準名 基準の概要 防護措置の概要 

ＯＩＬ１ 避難基準 数時間内目途に区域を特定し、避難。 

ＯＩＬ４ 除染基準 
避難者等をスクリーニングし、基準を超える

場合に除染。 

ＯＩＬ２ 一時移転基準 
１日以内目途に区域の特定等を行い、１週間

内目途に一時移転。 

飲 食 物 に 係 る 

スクリーニング基

準 

飲食物中の放射性核種濃度

の測定地域の特定基準 

ＯＩＬ６ 飲食物摂取制限基準 

数日内目途に飲食物中の放射性核種濃度の測

定区域を特定。 

 

１週間内目途に飲食物中の放射性核種濃度の

測定等を行い、基準を超えるものについて摂

取制限。 

 

 

《放射性物質の放出前後における緊急事態判断基準及び防護措置実施基準》 

放
出
前 

 
緊急事態区分「全面緊急事態」 

（原災法第 15 条事象） 
⇒ 

      

 ⇒ ＯＩＬ２の基準に満たない区域 ⇒ 

屋内退避 

     

 ⇒ 
ＯＩＬ２の基準以上の区域 

（初期設定値：20μ㏜/h） 
⇒ 

（国の指示

等に基づき）

一時移転 

     

放
出
後 

 

汚
染
範
囲
特
定
の
た
め
放
射
線
量
を
測
定 

（
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
） 

⇒ 
ＯＩＬ１の基準以上の区域 

（初期設定値：500μ㏜/h） 
⇒ 

（国の指示

等に基づき）

避難 
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≪ＥＡＬやＯＩＬ等に応じた防護措置≫ 

区分 本町の対応 住民等の行動 

 異常時における連絡 

（九州電力等からの通報

連絡） 

・要員参集 

・情報収集、連絡体制の構築 

 （災害警戒本部の設置） 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報等に留意 

警戒事態 

（九州電力からの通報連

絡） 

・要員参集 

・情報収集、連絡体制の構築 

（災害対策本部・現地災害対策本部の設

置） 

・平常時モニタリングの強化 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報等に留意 

施設敷地緊急事態 

（県・九州電力からの通報

連絡、国県からの指示等） 

・要員参集 

・情報収集、連絡体制の構築 

・緊急時モニタリングの実施 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民等への注意喚起 

・屋内退避準備 

・今後の指示、情報等に

留意 

・屋内退避の準備 

放
射
性
物
質
の
放
出
前 

Ｅ
Ａ
Ｌ 

全面緊急事態 

（県・九州電力からの通報

連絡、国県からの指示等） 

・国及び他自治体への応援要請 

・緊急時モニタリングの実施 

・屋内退避の実施 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民等への注意喚起 

・安定ヨウ素剤の服用準備 

・避難、一時移転、体表面除染の準備（避難・

一時移転先、輸送手段、スクリーニング場

所の確保等） 

・屋内退避の実施 

・今後の指示、情報等に

留意 

・避難、一時移転の準備

ＯＩＬ２の基準以上の区

域（１時間当たり 20μSv

が基準値） 

・緊急時モニタリングの実施 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民等への注意喚起 

・一時移転、体表面除染の実施 

・（必要に応じて）安定ヨウ素剤の配布・服

用指示等 

・今後の指示、情報等に

留意 

・（国の指示等に基づき）

一時移転の実施 

・（必要に応じて）安定

ヨウ素剤の服用 

放
射
性
物
質
の
放
出
後 

Ｏ
Ｉ
Ｌ 

ＯＩＬ１の基準以上の区

域（１時間当たり 500μSv

が基準値） 

・緊急時モニタリングの実施 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民等への注意喚起 

・避難、体表面除染の実施 

・（必要に応じて）安定ヨウ素剤の配布・服

用指示等 

・今後の指示、情報等に

留意 

・（国の指示等に基づき）

避難の実施 

・（必要に応じて）安定

ヨウ素剤の服用 
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第３章 避難等に関する情報伝達 

避難等に関する情報伝達については、地域防災計画「第４章第９節」に基づき、国、県等と連携し

て適切に対応する。 

 

◆「地域防災計画」別表１２ 広報体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「地域防災計画」別表１３ 主な広報事項 

１ 異常事象が生じた施設名及び発生時刻 

２ 異常事象の状況と今後の予測 

３ 原子力発電所における対策状況 

４ オフサイトセンター、県、市及び防災関係機関の対策状況 

５ 住民等がとるべき行動及び注意事項 

６ その他必要と認める事項 
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≪広報例文≫ 

 

１ 警戒広報（警戒事態発生時） 

こちらは、防災さつま町役場です。 

本日午前（午後）○時○分、九州電力川内原子力発電所付近で大きな地震が発生しました。 

原子力災害に警戒するため、さつま町では午前（午後）○時○分、災害警戒本部（災害対策本部・

現地災害対策本部）を設置しました。 

現在のところ、放射性物質が外部に漏れたという情報はありません。 

住民の皆様は、無用な外出は控え、今後の町からのお知らせや、テレビ、ラジオなどの情報にご

注意ください。 

今後、新たな情報が入り次第、お知らせします。 

 

２ 警戒広報（施設敷地緊急事態）※屋内退避準備時 

こちらは、防災さつま町役場です。さつま町災害対策本部から緊急のお知らせです。 

本日午前（午後）○時○分、九州電力川内原子力発電所で、○○が○○する事故が発生しました。

現在のところ、放射性物質は外部に漏れていませんが、住民の皆さんは、屋内退避の準備を行っ

てください。 

今後の町からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報にご注意ください。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 

 

３ 屋内退避指示広報（全面緊急事態）※屋内退避指示時 

こちらは防災さつま町役場です。さつま町災害対策本部から緊急のお知らせです。 

本日午前（午後）○時○分、九州電力川内原子力発電所の施設敷地外で放射性物質が検出されま

した。 

次の地域の皆様は、自宅などの建物の中に避難してください。 

対象地域は、○○地区の全公民会、○○地区の○○、○○、……○○公民会です。 

また、その他の地域の皆様も無用な外出は控えてください。 

今後の町からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報にご注意ください。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 

 

４ 避難指示広報 

こちらは防災さつま町役場です。さつま町災害対策本部から緊急のお知らせです。 

九州電力川内原子力発電所の事故の拡大により、次の地域の皆様に避難指示を発令します。 

対象地域は、○○地区の全公民会、○○地区の○○、○○、……○○公民会です。 

対象者の皆様は、指定避難所を確認の上、あわてず、落ち着いて避難行動を開始してください。

自家用車による避難が困難な方は、指定されたバス避難集合場所にお集まりください。 

その他の地域の皆様は、自宅など建物の中に避難してください。 

今後の町からのお知らせや、テレビ、ラジオ等の情報にご注意ください。 

詳しい情報が入り次第、またお知らせします。 
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第４章 避難誘導等の実施 

  町は、地域防災計画「第４章第４節」や「原子力災害対策指針」に基づき、避難誘導等の防護活

動を実施するものとする。 

第１節 避難の方法 

(1) 避難の手段 

   避難の際は、原則、自家用車両を利用するものとし、自家用車両による避難が困難な住民につ

いては、近所の方々との乗り合い又は、集合場所に参集し、町等の準備した車両により避難を行

う。 

(2) 避難車両の手配 

   避難車両が不足する場合には、町は県を通じて、県バス協会、消防機関、自衛隊等に要請し、

手配した車両により避難を行う。さらに避難車両が必要な場合には国へ要請するものとする。 

 (3) 避難状況の確認 

   町は、避難のための立ち退きの勧告または指示等の連絡を行った場合は、県と協力し、戸別訪

問、避難所における確認等により住民等の避難状況を確認するものとする。 

 (4) 防災関係機関への協力要請 

   町は、避難・屋内退避等の指示を行う場合には、消防機関や警察署その他の防災関係機関に指

示内容を伝達するとともに、協力を要請する。 

 (5) 避難所への町職員の派遣 

   町は、避難所に職員を派遣し、町災害対策本部及び避難住民との連絡調整に当たらせる。 

 (6) 避難者状況の早期把握 

   町は、県と連携し、それぞれの避難所に収容されている避難者に係る情報の早期把握に努め、

国等への報告を行うものとする。 

第２節 避難施設・避難経路・バス避難集合場所 

避難施設・避難経路・バス避難集合場所は、避難対象公民会ごとに次のとおり定めるものとする。 

(1) 避難計画（全体概要図） 別図１ 

(2) 避難計画の概要 別図２ 

(3) 避難計画（避難先：町内の３０㎞圏外） 別図３ 

(4) 避難計画（避難先：鹿児島市） 別図４ 

(5) 避難計画（避難先：霧島市） 別図５ 

(6) 避難計画（地区・公民会別） 別表１ 

※ 予定した避難所のある方向の空間放射線量率が高いなど、避難先として不適当である場合には、

県の「原子力防災・避難施設等調整システム」により調整された施設へ避難するものとする。 
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宮之城屋地地区

虎居地区（一部町内３０キロ圏外と分割）

時吉地区
時吉新町・時吉中城

船木地区
船木東・船木西・船木下・旭

柊野地区
柊野上向江・柊野中間下

湯田地区
湯之元・湯田中・湯田上・湯田下

佐志地区

山崎地区
山崎麓・山崎中・荒瀬

久富木地区
北原・大長・角郷・久富木町・大畝町

二渡地区
二渡町・二渡・須杭・折小野

神子地区
柳野

柏原地区

紫尾地区
紫尾下・紫尾中・紫尾上

虎居地区（一部鹿児島市と分割）
海老川・日当瀬・一ツ木・下川口

平川地区
下平川・上平川・大薄下・大薄上

白男川
浅井野・白男川

泊野地区
泊野高峰・きらら

町内の３０㎞圏外

町内の３０㎞圏外

町内の３０㎞圏外

霧島市

霧島市

町内の３０㎞圏外

鹿児島市

鹿児島市

鹿児島市

霧島市

鹿児島市

霧島市

霧島市

上川口・市場・諏訪下・小路下手・大願寺・下京塚
原・京塚原・種子田

霧島市木渋・前目・さくら・上寺下・豆漬・布田・
あながわ・田原

別図２　避難計画の概要

避難対象地域 避難先

鹿児島市
城之口・五日町・町頭・上仲町・天神・愛宕・屋地馬
場・八幡馬場・東谷・川原町・中央・ウッドタウン・観
月台・ホープタウン

鹿児島市虎居町・東町・西町・轟原・虎居馬場・西手・上向・上
向中・虎居大角・甫立

霧島市
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20

）
・
諏
訪
下
（
21

/1
46

）
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避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
民
会

U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）

避
難
施
設

避
難
経
路
（
国
：
国
道
、
県
：
県
道
）

避
難
先
自

治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
容

施
設
名

所
在
地

経
路
①

経
路
②

3
7
0
県
1
4

9
3
6
県
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
体
育
館

下
荒
田
四
丁
目
47
-1

城
之
口

5
9
4

2
2
4
④

9
4
6
甲
南
高
校

上
之
園
町
2
3
-
1

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
0

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
国
1
0

→
国
2
2
5

4
0
0
④

9
4
6
甲
南
高
校

上
之
園
町
2
3
-
1

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
4

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5

五
日
町

6
2
8

2
2
8
②

9
5
0
鹿
児
島
工
業
高
校

草
牟
田
二
丁
目
57
-1
国
3
2
8
→
国
3
→
市
道

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
20
6→
国
3

町
頭

3
7
0

3
7
0
県
1
4

9
3
6
県
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
体
育
館

下
荒
田
四
丁
目
47
-1

上
仲
町

1
9
8

1
9
8
県
1
5

8
5
5
県
青
少
年
会
館

鴨
池
新
町
1
番
8
号

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
0

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
国
1
0

→
国
2
2
5

天
神

2
1
7

2
1
7
県
1
1

2
2
9
桜
丘
養
護
学
校
体
育
館

桜
ヶ
丘
6
-
1
2

国
3
2
8
→
国
3
→
国
2
2
5
→
市
道

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
国
10
→
国
22
5

→
市
道

屋
地
馬
場

1
7
5

1
7
5
県
8

2
7
0
鹿
児
島
聾
学
校
体
育
館

下
伊
敷
一
丁
目
52
-2
7

八
幡
馬
場

8
0

8
0
県
8

2
7
0
鹿
児
島
聾
学
校
体
育
館

下
伊
敷
一
丁
目
52
-2
7
国
3
2
8
→
国
3
→
市
道

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
2
0
6

→
国
3

1
8
0
県
1
4

9
3
6
県
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
体
育
館

下
荒
田
四
丁
目
47
-1

愛
宕

3
2
8

1
4
8
県
1
5

8
5
5
県
青
少
年
会
館

鴨
池
新
町
1
番
8
号

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
0

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
国
1
0

→
国
2
2
5

東
谷

2
4
0

2
4
0
県
1
6

8
7
9
錦
江
湾
高
校
体
育
館

平
川
町
4
0
4
7

川
原
町

2
5
7

2
5
7
県
1
6

8
7
9
錦
江
湾
高
校
体
育
館

平
川
町
4
0
4
7

2
6
8
県
1
6

8
7
9
錦
江
湾
高
校
体
育
館

平
川
町
4
0
4
7

国
3
2
8
→
国
3
→
国
2
2
5
→
国
2
2
6
→
県
2

3

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
国
1
0

→
国
2
2
5
→
国
2
2
6
→
県
2
3

中
央

3
6
8

1
0
0
県
1
5

8
5
5
県
青
少
年
会
館

鴨
池
新
町
1
番
8
号

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
0

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
国
10
→
国
22
5

ウ
ッ
ド
タ
ウ
ン

2
7
4

2
7
4
④

9
4
6
甲
南
高
校

上
之
園
町
2
3
-
1

観
月
台

1
6
6

1
6
6
県
1
5

8
5
5
県
青
少
年
会
館

鴨
池
新
町
1
番
8
号

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
4

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5

宮
之
城

屋
地

ホ
ー
プ
タ
ウ
ン

2
0
4

2
0
4
県
1
5

8
5
5
県
青
少
年
会
館

鴨
池
新
町
1
番
8
号

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
0

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
国
10
→
国
22
5

鹿
児
島
市
盈
進
小
学

校

小
計

1
4
公
民
会

4
,
0
9
9

4
,
0
9
9

虎
居
町

3
4
1

3
4
1
県
1
2

8
4
5
松
陽
高
校
体
育
館

福
山
町
5
7
3

国
3
2
8
→
県
2
1
0
(
→
県
2
4
)

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40
→
国
32
8

→
国
3→
県
21
0→
県
24

2
5
0
県
9

2
7
3
武
岡
台
養
護
学
校
体
育
館

小
野
町
2
7
6
0

東
町

3
7
8

1
2
8
県
1
0

6
1
2
武
岡
台
高
等
学
校
体
育
館

小
野
町
3
1
7
5

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
0
6
→
市

道

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
2
0
6

→
市
道

西
町

2
7
9

2
7
9
県
1
2

8
4
5
松
陽
高
校
体
育
館

福
山
町
5
7
3

国
3
2
8
→
県
2
1
0
(
→
県
2
4
)

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40
→
国
32
8

→
国
3→
県
21
0→
県
24

6
9
0
②

9
5
0
鹿
児
島
工
業
高
校

草
牟
田
二
丁
目
57
-1
国
3
2
8
→
国
3
→
市
道

轟
原

7
5
7

6
7
①

4
8
7
県
立
短
期
大
学
校
体
育
館

下
伊
敷
1
丁
目
5
2
-
1
国
3
2
8
→
国
3

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
2
0
6

→
国
3

虎
居
馬
場

1
3
9

1
3
9
県
1
0

6
1
2
武
岡
台
高
等
学
校
体
育
館

小
野
町
3
1
7
5

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
0
6
→
市
道

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
20
6→
市
道

1
5
6
県
1
2

8
4
5
松
陽
高
校
体
育
館

福
山
町
5
7
3

国
3
2
8
→
県
2
1
0
(
→
県
2
4
)

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40
→
国
32
8

→
国
3→
県
21
0→
県
24

虎
居

西
手

2
2
7

7
1
県
1
0

6
1
2
武
岡
台
高
等
学
校
体
育
館

小
野
町
3
1
7
5

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
0
6
→
市
道

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
20
6→
市
道

鹿
児
島
市
虎
居
地
区

公
民
館
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避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
民
会

U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）

避
難
施
設

避
難
経
路
（
国
：
国
道
、
県
：
県
道
）

避
難
先
自

治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
容

施
設
名

所
在
地

経
路
①

経
路
②

上
向

2
0
0

2
0
0
県
1
0

6
1
2
武
岡
台
高
等
学
校
体
育
館

小
野
町
3
1
7
5

国
3
2
8
→
国
3
→
県
2
1
0
→
県
2
0
6
→
市
道

国
50
4→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
20
6→
市
道

上
向
中

1
6
2

1
6
2
①

4
8
7
県
立
短
期
大
学
校
体
育
館

下
伊
敷
1
丁
目
5
2
-
1

虎
居
大
角

9
5

9
5
①

4
8
7
県
立
短
期
大
学
校
体
育
館

下
伊
敷
1
丁
目
5
2
-
1

甫
立

1
0
3

1
0
3
①

4
8
7
県
立
短
期
大
学
校
体
育
館

下
伊
敷
1
丁
目
5
2
-
1

国
3
2
8
→
国
3

国
5
0
4
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
2
0
6

→
国
3

鹿
児
島
市

海
老
川

5
5

5
5
3
3

6
0
中
津
川
交
流
館

中
津
川
2
0
0
9

日
当
瀬

4
8

4
8
3
4

1
8
8
中
津
川
小
学
校

中
津
川
4
2
6
9

県
3
4
4
→
国
5
0
4
→
県
3
9
6

一
ツ
木

1
8
2

1
8
2
3
2

3
1
3
薩
摩
中
学
校

求
名
1
2
7
6
1
-
1

虎
居

下
川
口

7
5

7
5
3
2

3
1
3
薩
摩
中
学
校

求
名
1
2
7
6
1
-
1

県
3
4
4
→
国
5
0
4

さ
つ
ま
町

虎
居
地
区

公
民
館

小
計

1
4
公
民
会

3
,
0
4
1

3
,
0
4
1

1
0
0
9
4

1
0
0
大
田
小
学
校

霧
島
田
口
6
4

時
吉
新
町

1
8
3

8
3
9
6

9
4
霧
島
中
学
校

霧
島
田
口
3
0
8
5

国
5
0
4
→
県
5
0
→
国
2
2
3
→
広
域
農
道

→
県
6
0

国
5
0
4
→
県
2
→
県
6
0

時
吉

時
吉
中
城

2
5
3

2
5
3
9
3

2
7
7
永
水
小
学
校

霧
島
永
水
3
8
1
1

国
50
4→
県
50
→
国
22
3→
広
域
農
道
→
県
60
→

市
道

国
5
0
4
→
県
2
→
県
6
0
→
市
道

霧
島
市

ほ
た
る
館

小
計

2
公
民
会

4
3
6

4
3
6

3
6
7
県
7

3
8
2
鹿
児
島
養
護
学
校
体
育
館

吉
野
一
丁
目
4
2
-
1

県
33
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
16
→
県
21
5

船
木
東

3
8
7

2
0
③

5
8
5
鹿
児
島
東
高
校

東
坂
元
三
丁
目
28
-1

船
木
西

2
8
9

2
8
9
③

5
8
5
鹿
児
島
東
高
校

東
坂
元
三
丁
目
28
-1

2
2
7
③

5
8
5
鹿
児
島
東
高
校

東
坂
元
三
丁
目
28
-1

県
3
9
2
→
県
3
9
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2

5
→
県
1
6

県
3
3
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
1
6

船
木
下

2
8
7

6
0
県
6

1
9
1
吉
野
公
園
　
桜
苑

吉
野
町
7
9
5
5

1
1
9
県
6

1
9
1
吉
野
公
園
　
桜
苑

吉
野
町
7
9
5
5

船
木

旭
1
4
9

3
0
県
5

3
0
吉
野
公
園
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

吉
野
町
7
9
5
5

県
3
9
2
→
県
3
9
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2

5
→
県
1
6
→
県
2
1
5
→
市
道

県
3
3
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5
→
県
1
6

→
県
2
1
5

鹿
児
島
市

宮
之
城
総

合
グ
ラ
ウ

ン
ド

小
計

4
公
民
会

1
,
1
1
2

1
,
1
1
2

柊
野
上
向
江

9
8

9
8
9
0

3
9
5
霧
島
緑
の
村

霧
島
田
口
2
6
0
8

柊
野

柊
野
中
間
下

1
0
4

1
0
4
9
0

3
9
5
霧
島
緑
の
村

霧
島
田
口
2
6
0
8

県
3
9
7
→
川
薩
ｸ゙
ﾘー
ﾝ
ﾛー
ﾄ゙
→
県
4
0
4
→
国
2

6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
県
5
0
→
国
2
2
3

国
5
0
4
→
県
2
→
県
6
0

霧
島
市

柊
野
小
学

校

小
計

2
公
民
会

2
0
2

2
0
2

5
0
2
0

6
0
鶴
田
地
区
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ｾ
ﾝ
ﾀー

鶴
田
3
4
2
4
-
1

6
0
3
0

6
0
求
名
交
流
館

求
名
3
3
5
2

1
5
0
3
1

1
5
2
求
名
小
学
校

求
名
2
7
3
7

川
薩
ｸ゙
ﾘー
ﾝ
ﾛー
ﾄ゙
→
県
4
0
4
→
国
2
6
7

平
川

下
平
川

3
0
9

4
9

1
8
2
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
(武
道
館
)

求
名
1
2
7
5
3
-
3

川
薩
ｸ゙
ﾘー
ﾝﾛー
ﾄ゙
→
県
40
4→
国
26
7→
県
39
6

さ
つ
ま
町
平
川
小
学

校
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避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
民
会

U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）

避
難
施
設

避
難
経
路
（
国
：
国
道
、
県
：
県
道
）

避
難
先
自

治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
容

施
設
名

所
在
地

経
路
①

経
路
②

1
2
0

1
8
2
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
(武
道
館
)

求
名
1
2
7
5
3
-
3

上
平
川

1
4
1

2
1

2
0
0
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
(体
育
館
)

求
名
1
2
7
5
3
-
3

川
薩
ｸ゙
ﾘー
ﾝ
ﾛー
ﾄ゙
→
県
4
0
4
→
国
2
6
7
→

県
3
9
6

大
薄
下

1
5
0

1
5
0
2
1

1
8
1
鶴
田
小
学
校

鶴
田
2
8
8
0

5
9

6
0
神
子
地
区
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
ｾ
ﾝ
ﾀー

鶴
田
5
8
9
6
-
1

平
川

大
薄
上

1
5
9

1
0
0
2
2

1
0
0
鶴
田
中
央
公
民
館

神
子
6
6
6
-
1

国
3
2
8
→
川
薩
ｸ゙
ﾘー
ﾝ
ﾛー
ﾄ゙
→
県
3
9
7

さ
つ
ま
町
平
川
小
学

校

小
計

4
公
民
会

7
5
9

7
5
9

5
0
2
7

5
1
塚
脇
公
民
館

国
分
上
之
段
22
83
-9

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

2
5
3
6

1
7
1
塚
脇
小
学
校

国
分
上
之
段
2
2
8
4

国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
県

4
7
8

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
県
47
8

2
5
1
2
3

2
5
福
山
農
村
婦
人
の
家

福
山
町
福
山
47
13
-2
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

9
5
1
4
8

2
1
0
牧
之
原
小
学
校

福
山
町
福
山
51
50
-2
5
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
県
6
3

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
県
63

4
5
1
4
4

1
5
5
東
牧
之
原
地
区
公
民
館

福
山
町
福
山
52
90
-6
1
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
5
0
4

湯
之
元

3
5
5

1
1
5
1
4
5

1
2
8
福
山
公
民
館

福
山
町
福
山
52
90
-6
1
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

湯
田
中

1
8
6

1
8
6
1
2
2

2
1
1
佳
例
川
地
区
体
育
館

福
山
町
佳
例
川
15
41

1
4
0
1
3
7

1
5
3
佳
例
川
地
区
公
民
館

福
山
町
佳
例
川
15
41

国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
市

道

国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5

5
→
国
1
0
→
市
道

湯
田
上

2
2
4

8
4
1
4
8

2
1
0
牧
之
原
小
学
校

福
山
町
福
山
51
50
-2
5
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
県
6
3

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
県
63

湯
田

湯
田
下

1
2
8

1
2
8
3
6

1
7
1
塚
脇
小
学
校

国
分
上
之
段
2
2
8
4
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
県
4
7
8
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
県
47
8

霧
島
市

流
水
小
学

校

小
計

4
公
民
会

8
9
3

8
9
3

木
渋

7
3

7
3
1
2
0

2
1
1
福
地
地
区
体
育
館

福
山
町
福
地
8
8
0
-
1
県
5
1
→
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)
→
市
道

県
51
→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10
→
国
50
4

→
市
道

前
目

6
6

6
6
1
2
9

1
8
4
福
沢
地
区
体
育
館

福
山
町
福
地
2
3
1
9

さ
く
ら

1
1
1

1
1
1
1
2
9

1
8
4
福
沢
地
区
体
育
館

福
山
町
福
地
2
3
1
9

上
寺
下

1
4
1

1
4
1
1
4
2

1
5
5
福
沢
地
区
公
民
館

福
山
町
福
地
23
16
-1

国
5
0
4
(
→
国
1
0
)
→
県
4
9
5

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
5
0
4

→
県
4
9
5

豆
漬

1
3
6

1
3
6
1
2
6

1
9
7
福
山
活
性
化
セ
ン
タ
ー

福
山
町
福
山
62
68
-5
0

布
田

9
4

9
4
1
4
4

1
5
5
東
牧
之
原
地
区
公
民
館

福
山
町
福
山
52
90
-6
1

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
5
0
4

あ
な
が
わ

2
9
2

2
9
2
1
5
0

3
3
3
牧
之
原
中
学
校

福
山
町
福
山
46
23
-1

国
5
0
4
(
→
国
1
0
)

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0

4
5
1
3
5

4
9
福
地
地
区
公
民
館

福
山
町
福
地
9
5
5
-
2

佐
志

田
原

1
6
5

1
2
0
1
2
0

2
1
1
福
地
地
区
体
育
館

福
山
町
福
地
8
8
0
-
1
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)
→
市
道

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
5
0
4

→
市
道

霧
島
市

佐
志
地
区

公
民
館

小
計

8
公
民
会

1
,
0
7
8

1
,
0
7
8
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避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
民
会

U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）

避
難
施
設

避
難
経
路
（
国
：
国
道
、
県
：
県
道
）

避
難
先
自

治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
容

施
設
名

所
在
地

経
路
①

経
路
②

2
5
8
県
1
3

6
1
3
明
桜
館
高
校
体
育
館

郡
山
町
1
0
0
番
地

国
3
2
8

県
39
3→
県
33
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40

→
国
32
8

山
崎
麓

3
6
8

1
1
0
県
1

2
5
5
皆
与
志
養
護
学
校
体
育
館

皆
与
志
町
1
7
8
2
-
1

1
3
6
県
1

2
5
5
皆
与
志
養
護
学
校
体
育
館

皆
与
志
町
1
7
8
2
-
1

山
崎
中

2
2
0

8
4
⑦

1
1
4
花
野
福
祉
館

花
野
光
ｹ丘
一
丁
目
31

-2

国
3
2
8
号
→
国
3
→
市
道

県
3
9
3
→
県
3
3
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5

→
県
4
0
→
県
2
1
1
→
国
3

山
崎

荒
瀬

1
9
7

1
9
7
県
1
3

6
1
3
明
桜
館
高
校
体
育
館

郡
山
町
1
0
0
番
地

国
3
2
8

県
39
3→
県
33
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40

→
国
32
8

鹿
児
島
市
山
崎
地
区

公
民
館

小
計

3
公
民
会

7
8
5

7
8
5

1
5
0
⑤

3
0
8
花
野
小
学
校

花
野
光
ｹ丘
一
丁
目
1-

1
県
39
3→
県
33
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40

→
県
21
1→
国
3

北
原

2
1
9

6
9
⑥

3
0
8
西
伊
敷
小
学
校

西
伊
敷
四
丁
目
12
-1

大
長

8
8

8
8
⑧

1
1
0
西
伊
敷
福
祉
館

西
伊
敷
3丁
目
16
?1
7

角
郷

1
6
0

1
6
0
⑥

3
0
8
西
伊
敷
小
学
校

西
伊
敷
四
丁
目
12
-1

県
3
9
3
→
県
3
3
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5

→
市
道

久
富
木
町

5
1

5
1
⑤

3
0
8
花
野
小
学
校

花
野
光
ｹ丘
一
丁
目
1-

1

1
0
0
⑤

3
0
8
花
野
小
学
校

花
野
光
ｹ丘
一
丁
目
1-

1

久
富
木

大
畝
町

1
3
0

3
0
⑦

1
1
4
花
野
福
祉
館

花
野
光
ｹ丘
一
丁
目
31

-2

国
3
2
8
→
国
3
→
市
道

県
3
9
3
→
県
3
3
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2
5

→
県
4
0
→
県
2
1
1
→
国
3

鹿
児
島
市
久
富
木
区

公
民
館

小
計

5
公
民
会

6
4
8

6
4
8

二
渡
町

1
5
3

1
5
3
県
1
3

6
1
3
明
桜
館
高
校
体
育
館

郡
山
町
1
0
0
番
地

国
3
2
8

県
39
3→
県
33
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
40

→
国
32
8

2
1
5
県
4

4
2
0
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
体
育
館

宮
之
浦
町
4
2
2
6
-
1

県
39
2→
県
39
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
市
道
国
3
2
8
→
県
3
9
5
→
県
2
1
1
→
県
4
2
→
県
2
5

二
渡

2
5
8

4
3
県
2

5
7
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
宿
泊
棟

宮
之
浦
町
8
6
2

県
39
2→
県
39
3→
県
51
→
県
42
→
県
25
→
県
16

国
32
8→
県
39
5→
県
21
1→
県
42
→
県
25
→
県
40

→
県
16

1
9
2
県
4

4
2
0
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
体
育
館

宮
之
浦
町
4
2
2
6
-
1

須
杭

2
3
3

4
1
県
3

1
3
6
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
講
堂

宮
之
浦
町
4
2
2
6
-
1

二
渡

折
小
野

9
2

9
2
県
3

1
3
6
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
講
堂

宮
之
浦
町
4
2
2
6
-
1

県
3
9
2
→
県
3
9
3
→
県
5
1
→
県
4
2
→
県
2

5
→
市
道

国
3
2
8
→
県
3
9
5
→
県
2
1
1
→
県
4
2
→
県
2

5

鹿
児
島
市
山
崎
地
区

公
民
館

小
計

4
公
民
会

7
3
6

7
3
6

1
8
9
3
6

1
9
2
永
野
小
学
校

永
野
2
5
6
2

6
0
3
5

6
0
永
野
交
流
館

永
野
9
4
1
-
1

白
男
川

2
5
9

1
0

1
0
永
野
鉄
道
記
念
館

永
野
8
8
4
-
2

国
5
0
4
→
県
5
0

白
男
川

浅
井
野

1
3
9

1
3
9
3
4

1
8
8
中
津
川
小
学
校

中
津
川
4
2
6
9

国
5
0
4
→
県
3
9
6

さ
つ
ま
町
白
男
川
小

学
校

小
計

2
公
民
会

3
9
8

3
9
8

－18－



避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
民
会

U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）

避
難
施
設

避
難
経
路
（
国
：
国
道
、
県
：
県
道
）

避
難
先
自

治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
容

施
設
名

所
在
地

経
路
①

経
路
②

泊
野
高
峰

9
5

9
5

2
0
0
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
(体
育
館
)

求
名
1
2
7
5
3
-
3

5
9

2
0
0
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
(体
育
館
)

求
名
1
2
7
5
3
-
3

泊
野

き
ら
ら

1
3
9

8
0
2
9

1
0
0
薩
摩
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

求
名
1
2
7
5
3
-
3

国
5
0
4
→
県
3
9
6

さ
つ
ま
町
泊
野
小
学

校

小
計

2
公
民
会

2
3
4

2
3
4

地
区
計

6
8
公
民
会

1
4
,
4
2
1
1
4
,
4
2
1

神
子

柳
野

2
2

2
2
9
1

9
2
霧
島
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

霧
島
田
口
5
0
0

県
39
7→
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
国

22
3→
広
域
農
道
→
県
60

県
39
7→
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
2→
県
60
霧
島
市

神
子
地
区
ｺﾐ

ｭﾆ
ﾃｨ
ｾﾝ
ﾀー

小
計

1
公
民
会

2
2

2
2

上
川
口

1
7
7

1
7
7
1
2
1

2
0
8
大
廻
地
区
体
育
館

福
山
町
福
山
1
0
9
-
1
県
39
7→
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4(
→
国
10
)→

国
22
0

県
39
7→
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
5

5→
国
10
→
国
22
0

4
0
1
4
3

4
5
下
牧
之
原
地
区
公
民
館

福
山
町
福
山
49
12
-2
8
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

3
6
1
2
6

1
9
7
福
山
活
性
化
セ
ン
タ
ー

福
山
町
福
山
62
68
-5
0
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)

国
5
0
4
→
県
5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
5
0
4

市
場

1
3
6

6
0
1
3
6

6
6
大
廻
地
区
公
民
館

福
山
町
福
山
5
5
6

5
5
1
3
9

6
6
小
廻
地
区
公
民
館

福
山
町
福
山
35
24
-1

7
0
1
4
6

2
0
1
中
央
地
区
多
目
的
体
育
館

福
山
町
2
4
5
8

国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)
→

国
2
2
0

県
3
9
7
→
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
県

5
0
→
県
5
5
→
国
1
0
→
国
2
2
0

諏
訪
下

1
4
6

2
1
2
4

1
0
4
敷
根
公
民
館

国
分
敷
根
1
8
0

国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
(
→
国
1
0
)

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

小
路
下
手

1
1
1

1
1
1
1
4
6

2
0
1
中
央
地
区
多
目
的
体
育
館

福
山
町
2
4
5
8

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4(
→
国
10
)→
国
22
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
国
22
0

2
6
5
県
1
7

2
7
3
牧
之
原
養
護
学
校

福
山
町
福
山
6
1
4
0
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

大
願
寺

2
6
5

0
1
2
7

4
6
福
山
老
人
憩
の
家

福
山
町
福
山
2
9
2
6

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4(
→
国
10
)→
国
22
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
国
22
0

5
0

7
5
3
川
原
公
民
館

国
分
川
原
5
0
2
6

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
国
22
3→
国
10
→
市

道
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
市
道

6
0
2
0

6
9
上
井
公
民
館

国
分
上
井
8
8
0
-
2
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
2
2
3
→
国
1
0
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

下
京
塚
原

2
4
8

1
3
8
3
0

1
6
1
川
原
小
学
校

国
分
川
原
2
6
5
0

国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
国
22
3→
国
10
→
市

道
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
国
10

→
市
道

8
1
1
4
0

9
7
比
曽
木
野
地
区
公
民
館

福
山
町
佳
例
川
46
44
-

1
国
2
6
7
→
県
3
9
6
→
国
5
0
4
→
国
1
0
→
県
4
7
8
国
26
7→
県
39
6→
国
50
4→
県
50
→
県
55
→
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之
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→
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→
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→
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→
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→
国
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0
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→
県
5
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→
県
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→
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1
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国
分
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→
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憩
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→
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避
難
計
画
（
地
区
・
公
民
会
別
）
　
別
表
１

地
区

公
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U
P
Z
対

象
人
口

誘
導
数

（
人
）
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治
体

バ
ス
避
難

集
合
場
所

番
号

収
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①
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②
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0
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憩
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福
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2
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→
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→
国
5
0
4
→
国
1
0

国
26
7→
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小
学
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1
,
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6
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0
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→
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→
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→
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→
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9
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0
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,
0
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1
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1

※
Ｕ
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Ｚ
内
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む
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み
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紫
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ほ
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宮
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病
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管
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作
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避
難
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初
期
避
難
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一
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鶴
田
体
育
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鶴
田
中
学
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体
育
館
」
で
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第３節 安定ヨウ素剤の服用 

安定ヨウ素剤の住民への配布や服用については、原子力規制委員会が原子力災害対策指針等により

示した考え方を基に実施することとし、原子力発電所の状況や、放射性物質の放出による空間放射線

量率の上昇等に応じて、避難等の防護措置が行われる際に、国若しくは県、町の指示のもと、救護所

等で行うものとする。 

第５章 災害時要援護者等への対応 

第１節 在宅の災害時要援護者等の避難 

町の「災害時要援護者避難支援プラン」等に基づき、避難支援者、区公民館（公民会含む）、自主防

災組織等の支援を受け避難を行うものとする。 

第２節 病院等医療機関における避難措置 

 あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、迅速

かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させるものとする。 

 避難先については、県の「原子力防災・避難施設等調整システム」により調整された医療機関へ避

難するものとする。 

第３節 社会福祉施設における避難措置 

 あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示のもと、迅速かつ安全に、入所者又

は利用者を避難させるものとする。 

避難先については、県の「原子力防災・避難施設等調整システム」により調整された施設へ避難す

るものとする。 

第４節 学校等施設における避難措置 

生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難の勧告・指示があった場合は、あらかじめ定めた避難

計画等に基づき、教職員引率のもと、迅速かつ安全に生徒等を避難させるものとする。また、生徒等

を避難させた場合及びあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ引き渡した場合は、県また

は町に対し速やかにその旨を連絡するものとする。 
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第６章 避難所等における医療体制 

第１節 緊急被ばく医療 

町は、避難所等において、県と連携し、避難者を対象に、スクリーニング、ふき取り等の簡易除染、

指定された被ばく医療機関等への搬送等を行う。 

 

【スクリーニングとは】 

・放射線測定機器を使用して、身体の表面における放射性物質の付着の有無を確認すること。 

 

【スクリーニング会場】 

・スクリーニングは、救護所で行うものとする。 

 

【県内の被ばく医療後方支援医療機関】 

医療機関名 所在地 電話番号 

鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘 8丁目 35 番 1 号 099-275-5111 

済生会川内病院 薩摩川内市原田町 2番 46 号 0996-23-5221 

第２節 避難者の健康管理 

町は、避難者に対し、放射線による被ばくや放射性物質による汚染、健康に及ぼす影響、生活環境

の変化等による不安などに対応するため、県と連携し、必要に応じて、救護所等の設置、医師、保健

師、看護師、管理栄養士等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

 

－22－



 
 
 
 
 
 

 

資 料 

 

 

原子力災害対策指針（抜粋） 

 

 
 



体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原 子 力

事 業 者

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
国

へ
通

報
・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

-
-

-
-

-
-

地 方

公 共 団 体

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
平

常
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
強

化
【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

-

・
平

常
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
強

化

-

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

-
-

国

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
現

地
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備

【
避

難
】

・
自

治
体

に
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
-

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
の

た
め

の
調

整

原 子 力

事 業 者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

・
自

治
体

へ
通

報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

地 方

公 共 団 体

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

他
の

自
治

体
に

応
援

要
請

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
の

実
施 ・
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
準

備
・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
派

遣
の

実
施

・
現

地
追

加
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
避

難
】

・
自

治
体

に
要

配
慮

者
等

の
避

難
の

実
施

を
指

示
・
自

治
体

に
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
を

指
示

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
準

備
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

原 子 力

事 業 者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

・
自

治
体

へ
通

報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地 方

公 共 団 体

・
要

員
追

加
参

集
・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
平

常
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

で
設

置
さ

れ
て

い
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
に

よ
る

測
定

【
避

難
】

・
避

難
の

実
施

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
住

民
等

へ
の

安
定

ヨ
ウ

素
剤

の
服

用
指

示

・
国

及
び

他
の

自
治

体
に

応
援

要
請

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
の

実
施

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
追

加
派

遣
の

実
施

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
避

難
】

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
退

避
を

含
む

）
を

指
示

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

を
指

示

・
現

地
追

加
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
の

実
施

を
指

示
【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
を

指
示

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

防
護

措
置

【
避

難
等

】
・
自

治
体

に
避

難
等

の
受

入
れ

を
要

請
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
等

】
・
避

難
等

の
受

入
れ

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

緊 急 事 態 区 分

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
１

／
２

）

Ｐ
Ａ

Ｚ
（
～

概
ね

5
km

）
Ｕ

Ｐ
Ｚ

（
概

ね
5
～

3
0
km

）
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
（
概

ね
3
0
km

～
）

※
防

護
措

置
や

協
力

な
ど

が
必

要
と

判
断

さ
れ

た
範

囲
に

限
る

。

施 設 敷 地 緊 急 事 態

( 原 災 法 １ ０ 条 の 通 報 す べ き 基 準 を 採 用 。 た だ し 、 全 面 緊

急 事 態 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ）

警 戒 事 態

全 面 緊 急 事 態

( 原 災 法 １ ５ 条 の 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言

の 基 準 を 採 用 。 )

-

【
避

難
】

・
自

治
体

に
要

配
慮

者
等

の
避

難
受

入
れ

を
要

請
・
自

治
体

に
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
受

入
れ

・
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

-

【
避

難
】

・
自

治
体

に
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

へ
の

協
力

-

表
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体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原 子 力

事 業 者
-

-
-

-
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

-
-

-

地 方

公 共 団 体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
避

難
の

実
施

-
-

-

【
避

難
】

・
（
近

）
避

難
の

実
施

【
避

難
】

・
（
遠

）
避

難
の

受
入

れ

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
退

避
を

含
む

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
避

難
の

実
施

を
指

示

【
避

難
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
避

難
受

入
れ

を
要

請

原 子 力

事 業 者
-

-
-

-
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地 方

公 共 団 体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

原 子 力

事 業 者
-

-
-

-
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

-
-

-

地 方

公 共 団 体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施
-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

原 子 力

事 業 者
-

-
-

-
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地 方

公 共 団 体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
の

実
施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
一

時
移

転
】

・
（
近

）
一

時
移

転
の

実
施

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
一

時
移

転
の

受
入

れ

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

受
入

れ
を

要
請

原 子 力

事 業 者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

地 方

公 共 団 体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

- -

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施防
護

措
置

-

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示

-

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
２

／
２

）

Ｏ Ｉ Ｌ ２

Ｏ Ｉ Ｌ

Ｏ Ｉ Ｌ ６Ｏ Ｉ Ｌ １ 飲 食 物 に 係 る ス ク リ ー ニ ン グ 基 準 Ｏ Ｉ Ｌ ４

Ｐ
Ａ

Ｚ
（
～

概
ね

5
km

）
※

１
Ｕ

Ｐ
Ｚ

（
概

ね
5
～

3
0
km

）
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
（
概

ね
3
0
km

～
）

※
１

・
・
・
緊

急
事

態
区

分
の

全
面

緊
急

事
態

に
お

い
て

Ｐ
Ａ

Ｚ
内

は
避

難
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
前

提
。

 1
1
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飲
食
物

放
射
能
濃
度

測
定

図
１

防
護
措
置
実
施
の
フ
ロ
ー
の
例

放 射 性 物 質 の 放 出 前 放 射 性 物 質 の 放 出 後

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内

Ｐ
Ａ
Ｚ
内

Ｕ
Ｐ
Ｚ
外

プ
ラ
ン
ト
の
状
況

悪
化
に
応
じ
て

段
階
的
に
実
施

数
時
間
以
内

1
日
以
内

数
日
以
内

避
難

1
週
間
以
内

一
時
移
転

避
難

安
定
ヨ
ウ
素
剤

O
IL
1
超

飲
食
物

ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
基
準
超

一
時
移
転

避
難
退
域
時
検
査

全
面
緊
急

事
態

数
時
間
以
内

※
放
出
の
通
報
ま
た
は
検
知
に
よ
り
開
始

プ
ラ
ン
ト
の
状
況

悪
化
に
応
じ
て

段
階
的
に
実
施

1
月
以
内

O
IL
2
超

※
１

O
IL
2
超

※
１

飲
食
物

ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
基
準
超

屋
内
退
避

避
難

安
定
ヨ
ウ
素
剤

屋
内
退
避
の
注
意
喚
起

屋
内
退
避

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
汚
染
範
囲
の
特
定
）

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
汚
染
範
囲
の
特
定
）

O
IL
6
超

飲
食
物

摂
取
制
限

O
IL
4
超

簡
易
除
染
等

O
IL
4
超

12

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ

ン
グ

※
１
Ｏ
ＩＬ
２
の
基
準
値
を
超
え
た
際
に
は
、
併
せ

て
地
域
生
産
物
の
摂
取
を
制
限
す
る
。

簡
易
除
染
等

避
難
退
域
時
検
査
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3
7
 

 

 

基
準
の
種
類

 
基
準
の
概
要

 
初
期
設
定
値

※
１

 
防
護
措
置
の
概
要

 

緊 急 防 護 措 置  

Ｏ
Ｉ
Ｌ
１

 
地
表
面
か
ら
の
放
射
線
、
再
浮
遊
し
た
放
射

性
物
質
の
吸
入
、
不
注
意
な
経
口
摂
取
に
よ

る
被
ば
く
影
響
を
防
止
す
る
た
め
、
住
民
等

を
数
時
間
内
に
避
難
や
屋
内
退
避
等
さ
せ

る
た
め
の
基
準

 

5
0
0
μ
S
v
/h

 

（
地
上
１

m
で
計
測
し
た
場
合
の
空
間
放
射
線
量
率

※
２
）

 

数
時
間
内
を
目
途
に
区
域
を
特
定

し
、
避
難
等
を
実
施
。

(移
動
が
困
難

な
者
の
一
時
屋
内
退
避
を
含
む
）

 

Ｏ
Ｉ
Ｌ
４

 
不
注
意
な
経
口
摂
取
、
皮
膚
汚
染
か
ら
の
外

部
被
ば
く
を
防
止
す
る
た
め
、
除
染
を
講
じ

る
た
め
の
基
準

 

β
線
：

4
0

,0
0
0

 c
p

m
※
３

 

（
皮
膚
か
ら
数

cm
で
の
検
出
器
の
計
数
率
）

 

避
難
又
は
一
時
移
転
の
基
準
に
基
づ

い
て
避
難
等
し
た
避
難
者
等
に
避
難

退
域
時
検
査
を
実
施
し
て
、
基
準
を

超
え
る
際
は
迅
速
に
簡
易
除
染
等
を

実
施
。

 

β
線
：

1
3

,0
0
0

cp
m
※
４
【
１
ヶ
月
後
の
値
】

 

（
皮
膚
か
ら
数

cm
で
の
検
出
器
の
計
数
率
）

 

早 期 防 護 措 置  

Ｏ
Ｉ
Ｌ
２

 
地
表
面
か
ら
の
放
射
線
、
再
浮
遊
し
た
放
射

性
物
質
の
吸
入
、
不
注
意
な
経
口
摂
取
に
よ

る
被
ば
く
影
響
を
防
止
す
る
た
め
、
地
域
生

産
物

※
５
の
摂
取
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
住

民
等
を

1
週
間
程
度
内
に
一
時
移
転
さ
せ
る

た
め
の
基
準

 

2
0
μ
S
v
/h

 

（
地
上
１

m
で
計
測
し
た
場
合
の
空
間
放
射
線
量
率

※
２
）

 

１
日
内
を
目
途
に
区
域
を
特
定
し
、

地
域
生
産
物
の
摂
取
を
制
限
す
る
と

と
も
に
、
１
週
間
程
度
内
に
一
時
移

転
を
実
施
。

 

飲 食 物 摂 取 制 限 ※ ９  

飲
食
物
に
係
る

 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 

基
準

 

Ｏ
Ｉ
Ｌ
６
に
よ
る
飲
食
物
の
摂
取
制
限
を

判
断
す
る
準
備
と
し
て
、
飲
食
物
中
の
放
射

性
核
種
濃
度
測
定
を
実
施
す
べ
き
地
域
を

特
定
す
る
際
の
基
準

 

0
.5
μ
S
v
/h
※
６

 

（
地
上
１

m
で
計
測
し
た
場
合
の
空
間
放
射
線
量
率

※
２
）

 

数
日
内
を
目
途
に
飲
食
物
中
の
放
射

性
核
種
濃
度
を
測
定
す
べ
き
区
域
を

特
定
。

 

Ｏ
Ｉ
Ｌ
６

 
経
口
摂
取
に
よ
る
被
ば
く
影
響
を
防
止
す

る
た
め
、
飲
食
物
の
摂
取
を
制
限
す
る
際
の

基
準

 

核
種

※
７

 
飲
料
水

 

牛
乳
・
乳
製
品

 

野
菜
類
、
穀
類
、
肉
、
卵
、 

魚
、
そ
の
他

 

１
週
間
内
を
目
途
に
飲
食
物
中
の
放

射
性
核
種
濃
度
の
測
定
と
分
析
を
行

い
、
基
準
を
超
え
る
も
の
に
つ
き
摂

取
制
限
を
迅
速
に
実
施
。

 

放
射
性
ヨ
ウ
素

 
3
0
0
B

q
/k

g
 

2
,0

0
0
B

q
/k

g
※
８

 

放
射
性
セ
シ
ウ
ム

 
2
0
0
B

q
/k

g
 

5
0
0
B

q
/k

g
 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
超
ウ
ラ

ン
元
素
の
ア
ル
フ
ァ
核
種

 
1
B

q
/k

g
 

1
0
B

q
/k

g
 

ウ
ラ
ン

 
2
0
B

q
/k

g
 

1
0
0
B

q
/k

g
 

表
３

 
Ｏ
Ｉ
Ｌ
と
防
護
措
置
に
つ
い
て
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 ※
１
 
「
初
期
設
定
値
」
と
は
緊
急
事
態
当
初
に
用
い
る

O
IL
の
値
で
あ
り
、
地
上
沈
着
し
た
放
射
性
核
種
組
成
が
明
確
に
な
っ
た
時
点
で
必
要
な
場
合
に
は

O
IL
の
初
期
設
定
値

は
改
定
さ
れ
る
。

 

※
２
 
本
値
は
地
上
１
ｍ
で
計
測
し
た
場
合
の
空
間
放
射
線
量
率
で
あ
る
。
実
際
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
空
間
放
射
線
量
率
計
測
機
器
の
設
置
場
所
に
お
け
る
線
量
率
と
地
上
１
ｍ

で
の
線
量
率
と
の
差
異
を
考
慮
し
て
、
判
断
基
準
の
値
を
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｏ
Ｉ
Ｌ
１
に
つ
い
て
は
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
得
ら
れ
た
空
間
放
射
線
量
率
（
１
時

間
値
）
が
Ｏ
Ｉ
Ｌ
１
の
基
準
値
を
超
え
た
場
合
、
Ｏ
Ｉ
Ｌ
２
に
つ
い
て
は
、
空
間
放
射
線
量
率
の
時
間
的
・
空
間
的
な
変
化
を
参
照
し
つ
つ
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
得

ら
れ
た
空
間
放
射
線
量
率
（
１
時
間
値
）
が
Ｏ
Ｉ
Ｌ
２
の
基
準
値
を
超
え
た
と
き
か
ら
起
算
し
て
概
ね
１
日
が
経
過
し
た
時
点
の
空
間
放
射
線
量
率
（
１
時
間
値
）
が
Ｏ
Ｉ
Ｌ
２

の
基
準
値
を
超
え
た
場
合
に
、
防
護
措
置
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

※
３
 
我
が
国
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
β
線
の
入
射
窓
面
積
が

2
0

cm
2
の
検
出
器
を
利
用
し
た
場
合
の
計
数
率
で
あ
り
、表
面
汚
染
密
度
は
約

1
2
0

B
q

/c
m

2
相
当
と
な
る
。

他
の
計
測
器
を
使
用
し
て
測
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
面
汚
染
密
度
よ
り
入
射
窓
面
積
や
検
出
効
率
を
勘
案
し
た
計
数
率
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

※
４
 
※
３
と
同
様
、
表
面
汚
染
密
度
は
約

4
0
B

q
/c

m
2
相
当
と
な
り
、
計
測
器
の
仕
様
が
異
な
る
場
合
に
は
、
計
数
率
の
換
算
が
必
要
で
あ
る
。

 

※
５
 
「
地
域
生
産
物
」
と
は
、
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
直
接
汚
染
さ
れ
る
野
外
で
生
産
さ
れ
た
食
品
で
あ
っ
て
、
数
週
間
以
内
に
消
費
さ
れ
る
も
の
（
例
え
ば
野
菜
、
該

当
地
域
の
牧
草
を
食
べ
た
牛
の
乳
）
を
い
う
。

 

※
６
 
実
効
性
を
考
慮
し
て
、
計
測
場
所
の
自
然
放
射
線
に
よ
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
よ
る
寄
与
も
含
め
た
値
と
す
る
。

 

※
７
 
そ
の
他
の
核
種
の
設
定
の
必
要
性
も
含
め
て
今
後
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
Ｇ
Ｓ
Ｇ
－
２
に
お
け
る
Ｏ
Ｉ
Ｌ
６
を
参
考
と
し
て
数
値
を
設
定
す
る
。

 

※
８
 
根
菜
、
芋
類
を
除
く
野
菜
類
が
対
象
。

 

※
９
 
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
で
は
、
Ｏ
Ｉ
Ｌ
６
に
係
る
飲
食
物
摂
取
制
限
が
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
飲
食
物
中
の
放
射
性
核
種
濃
度
の
測
定
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
暫
定

的
に
飲
食
物
摂
取
制
限
を
行
う
と
と
も
に
、
広
い
範
囲
に
お
け
る
飲
食
物
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
実
施
す
る
地
域
を
設
定
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
Ｏ
Ｉ
Ｌ
３
、
そ
の
測
定

の
た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
基
準
で
あ
る
Ｏ
Ｉ
Ｌ
５
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｏ
Ｉ
Ｌ
３
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
現
在
の
出
版
物
に
お
い
て
空
間
放
射
線
量
率
の
測

定
結
果
と
暫
定
的
な
飲
食
物
摂
取
制
限
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
Ｏ
Ｉ
Ｌ
５
に
つ
い
て
は
我
が
国
に
お
い
て
核
種
ご
と
の
濃
度
測
定
が
比
較
的
容
易
に

行
え
る
こ
と
か
ら
、
放
射
性
核
種
濃
度
を
測
定
す
べ
き
区
域
を
特
定
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
「
飲
食
物
に
係
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
基
準
」
を
定
め
る
。
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